
広報紙の広告をご利用ください

・Information Box 下段：
 5,000円／号
　（3㎝×8㎝・2色刷り）
・裏表紙 下段： 8,000円／号
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー）
※2枠以上使用した大きな広告も

可能ですのでご相談ください。
c企画DX課　蕁388‐1113

お問い合わせ

笠 松 町 役 場

議 会 事 務 局
総 務 課
税 務 課
企 画 D X 課
未 来 創 造 室
環 境 経 済 課
住 民 課
福 祉 子 ど も 課
建 設 課
水 道 課
会 計 課
水道料金事務センター

388‐1111
387‐5816
388‐1110
388‐1111
388‐1112
388‐1113
388‐1127
388‐1114
388‐1115
388‐1116
388‐1117
388‐1118
388‐1119
388‐1175
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福祉健康センター

福 祉 会 館
こども館「かさくら」
笠松中央交流センター

松枝交流センター
総合交流センター
歴 史 未 来 館
学校給食センター
ふ ら っ と 笠 松

（健康介護課）
388‐7171
387‐1121
388‐0811

（教育文化課）
388‐3231
387‐0156
387‐8432
388‐0161
387‐5321
388‐2355

☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎

テレホンサ ービス
防災行政無線アンサーバック

（過去の放送を聞くことができます）
火災情報テレホンサービス

（羽島郡内の火災発生状況を
聞くことができます）

388‐4930

387‐0100

☎

☎

（

〇大栄食品株式会社
　社会福祉事業として 現金3,000,000円
〇株式会社光製作所
　光未来振興基金寄附金として
 現金2,000,000円
〇ジョイフルインターナショナル株式会社
　代表取締役　高田 大助氏
　笠松中学校生徒像などの改修費として
 現金1,200,000円

〇明治安田生命保険相互会社
　健康推進普及事業寄附金として
 現金300,000円
〇シーシーエヌ株式会社
　小学校新1年生用
　タブレットケース 165個

隣地から越境した竹木に関するルール
　民法233条が改正され、隣地の竹木などが境界を越えて伸びてきた時は条件により枝や根を切る
ことが出来るようになりました。

あき地の管理について
　あき地は、所有者（または管理者）が管理します。
　あき地に雑草や庭木が生い茂っていると不法投棄や害虫の発生、火災や発生等の恐れがあります。
　雑草は春頃から伸びはじめ、梅雨の時期を過ぎると一斉に成長し、10月頃まで伸び続けます。雑草
の種類や成長に応じて除草をしましょう。ご自身で行えない場合は、業者などに依頼をしましょう。
c環境経済課　☎388‐1114

野焼きはやめましょう
　基準に適合した焼却炉などを用いず、ごみを野外で焼却（野焼
き）することは原則禁止されています。ごみは分別し、決められた
収集日に出しましょう。
　例外になる焼却（農業のための焼却など）であっても、時間帯
や天候などに十分配慮しましょう。生活環境上の支障を与え、周
辺住民から苦情や相談があれば、職員が焼却中止の指導やお願
いに伺う場合があります。

ペットの飼育はマナーを守って
犬の飼うときのマナー
　犬の放し飼いは法令で禁止されています。散歩をする時も、必ず
引き綱（リード）をつけましょう。また、ふん・尿などの後始末は飼い
主の責任です。散歩時にはふんを放置せず、必ず持ち帰りましょう。

野良猫にエサを与えないで
　野良猫に安易な気持ちでエサを与えると、野良猫が増え、庭木
を傷つけたり、ふん尿汚染の原因になることがあります。野良猫に
はエサを与えないでください。

地域猫活動のご紹介
　地域猫活動とは、地域の飼い主のいない猫をその地域の町内
会等で定めたルールに基づいて不妊・去勢手術の徹底・エサやり
やふん尿の処理・周辺の美化などを行い、適切に飼育管理するこ
とで猫の数を増やさず、一代限りの生を全うさせ、将来的には飼
い主がいない猫をなくしていくものです。
　地域猫活動支援事業として、岐阜県では不妊去勢手術の無料
実施や手術対象の猫を保護するための猫保護器の貸し出し等を
行っています。
　詳しくは、岐阜保健所にご相談ください。

c岐阜保健所　☎380‐3004　／　環境経済課　☎388‐1114

コンビニ交付サービスに関するアンケート
　マイナンバーカードを利用した各種証明書のコン
ビニ交付サービスについて、アンケート調査を実施し
ます。皆様のご協力をお願いします。

QRコードから回答
※無記名のアンケートのため、個人が特定されることはありません。
c住民課　☎388‐1115
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◆民法233条
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を

切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ること

ができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

⑴竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内
に切除しないとき。

⑵竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ること ができないとき。
⑶急迫の事情があるとき。

4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
　なお、町では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねますので、ご了承いただきますように
お願いいたします。詳しくはホームページをご覧ください。

笠松中学校生徒像蜷

回答方法

寄　附　・　寄　贈

お　願　い

ア　ン　ケ　ー　ト

Information Box 町からのお知らせ
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